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🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

我々は事業主として、『共存共栄』を基本理念とし「安全」と「快適な職場環

境」を確保することにより地域に根付いた現代の多様性を受け入れられる職場

環境を目指します。

１．自然災害発生時には、作業所を中止し安全を確保できてから再開すること

を徹底します。また、災害復旧時には迅速に対応をし地域に貢献します。

２．安全に関わる社員教育・企画を支援します。

３．労働者が相談がある時は、しっかり話しを聞き多様な労働者が働きやすい

職場環境を目指します。

４．様々なハラスメントを理解しハラスメント防止に努めます。

私たち労働者は、事業主の宣言に基づき不安全行動を行わないため、安全作

業・労働環境の向上に努めます。

１．独断では判断せず、困ったときや迷ったときは相談して決定します。

２．日々の作業打合せを行い意思の疎通をしっかり取ります。

３．自然災害が発生した時には、安全を確認したうえで報告をしてから作業を

再開します。


